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「業務改善助成金」「キャリアアップ助成金」が拡充されます！

  第二次補正予算による措置

平成 28 年度の第二次補正予算案が 8 月下旬に閣議
決定されました。

最低賃金引上げのための環境整備として、経営力強
化・生産性向上に向けて、中小企業・小規模事業者へ
の支援措置を推進・拡充する国の方針を踏まえ、予算
案には「業務改善助成金」および「キャリアアップ助
成金」等の助成額等の拡充などが盛り込まれています。

  「業務改善助成金」の 
拡充内容 

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が生産
性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も
低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額以上引き上げ
た場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を
助成するというものです。

これまでは事業場内最低賃金が 800 円未満の事業場
を対象としていましたが、1,000 円未満の事業場にも
対象が拡充されました。また、大幅な事業場内最低賃
金の引上げ（90 円以上）を行う事業場に対する助成措
置が新たに新設されます。

なお、拡充後の本助成金の支給は、第二次補正予算
の成立が条件となりますが、申請自体は予算成立前で
も可能となっています。

  キャリアアップ助成金の 
拡充内容

キャリアアップ助成金のうちの「賃金規定等改定（処
遇改善コース）」は、有期契約労働者、短時間労働者
といったいわゆる非正規雇用労働者の基本給の賃金規
定等を 2％以上増額改定し、昇給した場合に助成する

制度です。
今回、中小企業が基本給の賃金規定等を 3％以上増

額改定し、昇給した場合、助成額が加算されることに
なりました。

なお、本助成金の加算措置は第二次補正予算の成立
と厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点で
はあくまでも予定となっています。

  平成 28 年度の 
最低賃金について（参考）

平成 28 年度の地域別最低賃金が厚生労働省より公
示されました。

それによると、今年度の全国加重平均の時給は 823
円（昨年度 798 円）で、25 円増（昨年度 18 円増）と
過去最大の上げ幅となっています。

最高額は 932 円（東京都）、最低額は 714 円（沖縄
県、宮崎県）で、各都道府県において、10 月 1 日から
10 月中旬にかけて、順次改定されます。
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活用を考えてみませんか？ 「節税と福利厚生に使える“確定拠出年金制度”」

  人手不足に悩んでいませんか？

6 月下旬に発表された日本商工会議所の調査結果に
よると、中小企業の 55.6％が人手不足を訴えており、
その割合は昨年比約 5 ポイント増と深刻化しています。

特に「宿泊・飲食業」が 79.8％、「介護・看護業」
が 77.5％、「運輸業」が 72.3％と、サービス業の人手
不足が目立つ結果となっています。

新卒採用についても、8 月上旬に株式会社マイナビ
が発表した 7 月末時点における内々定率が 72.7％と前
年 8 月の 69.1％を超える結果となっており、学生側の

「売り手市場」となっています。

  求職者が「働きたい」と 
思える会社ですか？

一方、労働者が企業を選ぶ際のポイントの 1 つとな
る退職給付制度に着目すると、常用労働者 30 ～ 99 人
の企業では制度を導入している割合が 72.0％（厚生労
働省「平成 25 年就労条件総合調査結果の概況」）と、
4 社に 1 社は退職給付制度がないのが実態です。

公的年金の支給開始年齢も引き上げられ、退職後の
生活に不安を感じている人が増えていることを考える
と、退職給付制度のある企業は求職者にとって魅力的
に映るのではないでしょうか？

  確定拠出年金制度の改正を 
味方につけましょう

今年の通常国会で確定拠出年金（以下、「DC」という）
法の改正案が成立し、2017 年 1 月から施行予定となっ
ています。

DC には「企業型」と「個人型」とがありますが、
今回の改正によりどちらの制度も中小企業が導入しや
すい仕組みとなりました。

まず、企業型では、従業員数 100 人以下の中小企業
を対象に「簡易型 DC 制度」が創設され、従来に比べ
設立手続等の事務負担が大幅に軽減されることとなり
ました。

個人型では、加入できる者の範囲が大きく拡大され、
「自営業者等」「企業年金のない会社員」だけでなく「公
務員等」「企業年金のある会社員」「専業主婦等」も加
入できることとなり、「個人型 DC への小規模事業主
掛金納付制度」が創設されることとなりました。

  なぜ節税になるのでしょうか？

事業主が拠出した掛金は、「企業型」でも「個人型
DCへの小規模事業主掛金納付制度」でも、会計上、
損金として計上することができます。

従業員にとっても掛金は全額所得控除の対象とな
り、運用益が非課税、受給時に退職所得控除が使える
等のメリットがあります。

福利厚生の充実と節税の両方が実現できる DCの活
用を検討してみてはいかがでしょうか？
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 第13回 　目標管理制度編

　部下が目標を遂行している過程で、管理職が留意すべき事項は以下の通りです。

目標遂行中の留意点
１　部下の目標達成に必要な権限をできるだけ委譲し、仕事がしやすい環境を与えて支援する
２　部下の仕事に関係しそうな情報をできるだけ与えて援助する
３　部下に要所での報告を義務付けて目標の進捗状況を把握し、タイムリーに適切なアドバイスを行う
４　例外事項が発生したら、上司と部下が共同して対処する
５　目標の変更は、明確な理由がない限り行わないのが望ましいが、必要な時は積極的に変更しなけ 

  ればならない
６　「中間面談」を実施し、目標達成のための実現性を高めるための確認・検討を行う

　※積極的に目標を変更しなければならない場合とは

　　①環境の大きな変化により、対応がほとんど困難になった
　　②特命事項や駆け込み事項が発生し、仕事の優先順位に変更が必要になった
　　③当初可能と判断した目標が途中で不可能と判明した
　　④思いがけず目標が短期間で達成できた

　目標の遂行結果から導かれた達成度は、成績考課の代表的評価要素として取り扱われ、目標カード
の各記入欄に以下のように記載します。

・「本人考課・達成状況」… 本人考課を下した際の判断理由を「達成基準」に基づいて具体的に記載。
評価欄には、S ～ D の評語を記入する

・「一次考課・コメント」… 一次考課者が下した評価と、その判断理由を記載。評価 B の場合はコメ
ントがなくても構わないが、一次評価が本人評価と異なる場合は、必ず
コメントを記載する

・「二次考課・コメント」… 基本的には評価記入欄のみの記載でよいが、二次評価が一次評価と異なる
場合は、必ずコメントも記載する

〈目標カード（抜粋）〉

No.

目標項目 達成基準 本人考課・達成状況 一次考課コメント 二次考課コメント

期待する成果 ウェイト

評価ランク「A」 
および「B」の
具体的な内容

期限 （結果についての 
具体的説明） 評価 評価 評価

1

　　　  会社の業績アップにつながる人事考課制度（評価制度）をつくる連  載

目標遂行中の留意事項

遂行結果の評価
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『実行』 『改善』

『チェック（測定・評価・検証）』

PDCAサイクルを
確実に回す

05

人事労務NEWS

 第1回 　PDCAサイクルを回すことで、企業価値を高める

連  載 　 【活人コンサルタントが指南】 中小企業の経営改善の進め方

今 ま で 多 く の 中 小 企 業 の 経 営 支 援 を さ せ て い た だ い て き ま し た。そ の 中 小 企 業 の 中 で、良 く 出 て
来る企業価値を 高 め る た め の 課 題 が あ ります。

企 業 価 値 を 高 め る た め のPDCA サ イ ク ル を 回 す こ と の 意 味 は、い ろ い ろ な 文 献 に も 古 く か ら
載 っ て お り、言 い 尽 く さ れ て い る こ と で す。そ れ で も、こ のPDCA サ イ ク ル を 確 実 に 回 し て い る 中
小企業が本当に 少 な い と 感 じ ま す 。

ここで、PDCA サ イ ク ル に つ い て 改 め て確認をしたいと思います。PDCA サイクルは、①P ＝プ
ラ ン（ 計 画 ）→ ②D ＝ ド ウ（ 実 行 ）→ ③C ＝ チ ェ ッ ク（ 評 価・検 証 ）→ ④A ＝ ア ク シ ョ ン（ 改 善 ）の
マ ネ ー ジ メ ン ト サ イ ク ル を 言 い ま す 。こ の サ イ ク ル を 各 会 議 体 を 行 う 時 に、確 実 に 実 行 し て い く 事
で、企業の改善 活 動 が 確 実 に 進 み 、結 果 として生産性も上がってきます。

この中で、会議 体 を 定 期 的 に 持 た な い ために改善に繋がらないことも、多く見受けられます。
会 議 の 持 ち 方 の ル ー ル を 決 め て い な い 為、改 善 が 進 ま な い 企 業 も 良 く あ り ま す 。PDC A サ イ ク

ルを回す時に重 要 な こ と は 、定 期 的 に 会 議を持つという習慣を確立することです。
当 社 の 場 合 も 、経 営 会 議 、営 業 会 議 、労 務 会 議、総 務 会 議 等、テ ー マ を 決 め た 会 議 を 持 っ て い ま

す。経 営 会 議 は、毎 月 第1 と 第3 月 曜 日 と か、営 業 会 議 は、毎 月 第2、第4 火 曜 日 と か 決 め て 確 実 に 実
施するようにし て 来 ま し た 。

その結果、経営 課 題 が 確 実 に 改 善 さ れ て来ています。
も う 一 つ 大 切 な こ と は、会 議 を 持 つ と き に、必 ず 議 事 録 を 付 け る 担 当 を 決 め る こ と で す。会 議 終

了 後、速 や か に 議 事 録 を 出 席 者 に 配 布 し、次 回 ま で の 課 題 に 取 り 組 み ま す。そ し て 毎 回 の 会 議 の 最
初に、前回の会 議 で 話 し 合 っ た 内 容 を 、参加者全員で議事録を確認しながら進めていくことです。

活人コンサルタント　多摩労務管理事務所　所長　高橋 邦名
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中小企業のための助成金活用法　三年以内既卒者等採用定着奨励金

今回は、「三年 以 内 既 卒 者 等 採 用 定 着 奨励金」を紹介します。
　「 三 年 以 内 既 卒 者 等 採 用 定 着 奨 励 金 」は、学 校 等 の 既 卒 者 の 応 募 機 会 の 拡 大、採 用・定 着 を 図 る

た め、既 卒 者 等 が 応 募 可 能 な 新 卒 求 人 の 申 し 込 み ま た は 募 集 を 新 た に 行 い、採 用 後 一 定 期 間 定 着 さ
せた事業主に対し て 奨 励 金 を 支 給 す る ものです。

●支給要件

【既卒者等コース】
①既卒者・中退者が応募可能な新卒求人の申し込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・

中退者を通常の労働者として雇用したこと（少なくとも卒業または中退後 3 年以内の者が応募可能であ
ることが必要）

②当該求人の申し込みまたは募集前 3 年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申し込みまたは
募集を行っていないこと

　　※通常の労働者…直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く） 
　　　　に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいう

　　※その他、高校中退者コースもあり

●支給額

企業区分、対象者および定着期間に応じて、下表の支給額を支給（支給対象期ごとに最大 3 回に分けて支給）
1人目 2人目

1年定着後 2年定着後 3年定着後 1年定着後 2年定着後 3年定着後

既卒者等
コース

50万円 10万円 10万円 15万円 10万円 10万円

※金額は中小企業の場合

●支給申請

1 新卒求人の申し込みまたは募集 4 第1期支給申請 （１年定着後）

2 採用選考 5 第2期支給申請 （２年定着後）

3 対象者の雇い入れ 6 第3期支給申請 （３年定着後）

INFO 詳しくは、当事務所（☎︎042-627-0521）までお問い合わせください。
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育児・介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます その1

介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正が行われまし
た。今回の改正は、妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女共に離職することなく働き続けること
ができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用環境を整備することを目的としています。

◆ 改正される内容は以下の 8 点です。

※平成 29年 1月 1日施行

（1） 介護休業の分割取得
（2） 介護休暇の取得単位の柔軟化
（3） 介護のための所定労働時間の短縮措置等
（4） 介護のための所定労働時間の制限（残業の免除）

（5） 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
（6） 子の看護休暇の取得単位の柔軟化
（7） 育児休業等の対象となる子の範囲
（8） いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設

今回は、上記のうち（1）～（4）の詳細説明をいたします。

（1） 介護休業の分割取得
◆現行　→　対象家族１人につき、通算93日まで原則1回に限り取得可能
◇改正　⇒　対象家族１人につき、通算93日まで3回を上限として、分割して取得可能
　※労働者が、要介護状態（負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2 週間以上の
　　期間にわたり常時介護を必要とする状態）の対象家族を介護するための休業です。

※対象家族の範囲　→　配偶者（事実婚含む）、父母、子、配偶者の父母、また、同居し、かつ扶養し
ている祖父母、兄弟姉妹及び孫（※今後、見直しが予定されています。）

（2） 介護休暇の取得単位の柔軟化
◆現行　→　介護休暇について１日単位での取得
◇改正　⇒　半日（所定労働時間の２分の１）単位での取得が可能

※要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、1 年に 5 日（対象家族が 2 人の場合
は 10 日）まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能

（3） 介護のための所定労働時間の短縮措置等
◆現行　→　介護のための所定労働時間の短縮措置（選択的措置義務）について、介護休業と通算して	
　　　　　　　	93日の範囲内で取得可能
◇改正　⇒　介護休業とは別に、利用開始から３年の間で２回以上の利用が可能

※事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を必要とする労働者に関して、対象家族１人につき、以
下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。

（4） 介護のための所定労働時間の制限（残業の免除）
◆現行　→　なし
◇改正　⇒　介護のための所定労働時間の制限（残業の免除）について、対象家族１人につき、介護終了	
　　　　　　　まで利用できる所定外労働の制限を新設

※事業主は、要介護状態にある対象家族の介護を必要とする労働者に関して、対象家族１人につき、以
下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。

※対象家族１人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除が受けられる制度を新設

次回は（5）から（8）の詳細説明を行います。
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労働基準法違反でトラック運送業者が相次ぎ送検

労基法第 41 条の「監督若しくは管理の地位にあるもの」に該当する場合でも、深夜時間 
（20：00 ～翌 5：00）に勤務した場合は、深夜割増（25％）を支給しなければなりません。

◆ 業界の長時間労働が深刻化
運転者に違法な長時間労働をさせる事業場が後を絶たず、今年 8 月に埼

玉、茨城、愛知などの労働基準監督署が、労働基準法第 32 条（労働時間）
違反の疑いで運送業者を相次いで書類送検しました。これらのケースでは、
いずれも 36 協定限度時間を超える違法な時間外労働を行わせていました。
厚生労働省がまとめた平成 26 年の運送業者に対する監督指導結果による
と、労働基準法に違反していたトラック運送会社は 2311 事業場に及び、バ
ス（195 事業場）やタクシー（436 事業場）と比べ、著しく突出しています。違反が確認されたこれらの
事業場のうち、1643 事業場（71．1％）で労働時間に関する違法行為が明らかになるなど、長時間労働が
深刻化しています。

◆ 死亡事故、運行管理者の逮捕も
８月に相次いだ運送業者の送検は違法な時間外労働を処分理由とし、中には過労運転が死傷者を出す

多重衝突事故につながったケースも見られます。
埼玉県川口市の運輸事業者は、今年 3 月、広島県の山陽自動車道で運転者が居眠り運転で渋滞の列に

突っ込む事故（2 人死亡）を起こしました。この会社は、事故発生前の 1 カ月間、事故を起こした運転者
と別の運転者計 2 人に、36 協定で定めた月 40 時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていまし
た。川口労基署は、同社および運行管理を担当していた同社取締役をさいたま地検に送検。併せて、違
法な休日労働をさせていたことも判明しており、1 人当たりの時間外・休日労働の合計は最大で月 101 時
間 51 分に上りました。広島県警も捜査に着手し、過労で正常な運転ができない恐れがあると知りつつ業
務を命じたとして、同取締役を道路交通法第 75 条（自動車の使用者の義務等）違反の疑いで逮捕しました。

茨城・水戸労基署は、トラック運転者 10 人に 36 協定に違反する時間外労働をさせていた水戸市の運
輸事業者と同社代表取締役を送検しています。同社の昨年 9 ～ 12 月の時間外労働は 1 人当たり最大で月
222 時間 51 分に及び、所定内労働時間と休日労働を含む総労働時間は 438 時間に及んでいました。

◆ 厚労省、国交省は労働時間削減へパイロット事業を実施
法違反が頻発する背景には、手待ち時間などで長時間にならざるを得ない、運送業界の構造的な問題

が存在します。長時間労働の抑制が運送業界の喫緊の課題となっており、厚労省と国交省は昨年 5 月トラッ
ク輸送の労働環境改善に向けた地方協議会を各都道府県に設置。各協議会は今年度から 2 年間、労働時
間削減に向けたパイロット事業を行っています。


